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令和７年度鶴見区区政会議 第３回くらし安全部会 会議要旨 

 

１ 日時 令和８年２月５日（木） 午後７時 00分から午後７時 15分 

 

２ 場所 鶴見区役所 ４階 403・404会議室 

 

３ 出席者 

  （委員） 

北野部会長、安井副部会長、飯田委員、清家委員、宮城委員、山田委員 

 （鶴見区役所） 

大川市民協働課長、萩平政策推進担当課長、 

中村総務課政策推進担当課長代理兼市民協働課教育担当課長代理、 

秋本市民協働課長代理、後藤市民協働課長代理兼保健福祉課地域福祉担当課長代理、 

保原総務課担当係長、芝谷総務課担当係長、田中総務課担当係長、 

稗坂市民協働課担当係長、前田市民協働課担当係長、 

 

４ 議題 

  (1)  令和８年度鶴見区運営方針（案）について 

  (2)  「鶴見区将来ビジョン（2023～2027）【改訂版（素案）】」及び「鶴見区地域保健福祉ビジョン（2023～2027）

【改訂版（素案）】」のパブリック・コメントの実施結果について 

 

５ 議事要旨 

  (1)  令和８年度鶴見区運営方針（案）について 

事務局から、「令和８年度鶴見区運営方針（案）【鶴見区独自様式】」（資料１）及び「令和８年度鶴見

区運営方針（案）【共通様式】」（資料２）、「【補足資料】令和８年度鶴見区運営方針（案）＜素案からの変

更点について＞」（資料３）に関する説明を行い、委員からの意見等及び事務局からの回答の概要は次

のとおり。 

 

 具体的取組１－１－１の当年度の取組内容に記載のある、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳ

Ｗ）はどこに配置されているのか。 

 住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業という事業があり、区役所と区社会福祉協議会

で結んでいる委託契約の中で、社会福祉協議会に配置することとなっている。 

 

  (2)  「鶴見区将来ビジョン（2023～2027）【改訂版（素案）】」及び「鶴見区地域保健福祉ビジョン（2023～2027）

【改訂版（素案）】」のパブリック・コメントの実施結果について 

事務局から、「『鶴見区将来ビジョン（2023～2027）【改訂版（素案）】』及び『鶴見区地域保健福祉ビジ

ョン（2023～2027）【改訂版（素案）】』のパブリック・コメントの実施結果について」（資料４）に関する説明

を行い、委員からの意見等は特段なかった。 
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  (3)  その他 

事務局から、第３回全体会に係る日程調整に関する説明を行った。 

 

６ 会議資料 

  (1) 次第 

  (2) 令和８年度鶴見区運営方針（案）【鶴見区独自様式】資料１ 

  (３) 令和８年度鶴見区運営方針（案）【共通様式】資料２ 

  (４) 【補足資料】令和８年度鶴見区運営方針（案）＜素案からの変更点について＞資料３ 

  (５) 「鶴見区将来ビジョン（2023～2027）【改訂版（素案）】」及び「鶴見区地域保健福祉ビジョン（2023～2027）

【改訂版（素案）】」のパブリック・コメントの実施結果について資料４ 

 

 


